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第 1 問 答 案 用 紙 ＜ 1 ＞

（監 査 論）

問題 1

利害の対立：財務諸表の作成者たる上場会社の経営者と財務諸表の利用者たる

投資者とは利害が対立しており，経営者は，恣意的な判断により財務諸表を歪

めることで投資者の利益を損ない不当に巨額の資金や報酬を得ることができる

ことから，投資者は，財務諸表の信頼性に疑念を抱かざるを得ない。

重要な影響：上場会社の財務諸表は，投資者にとって投資意思決定を行う基礎

となる重要な情報であり，その適正表示が損なわれていたときには，不特定多

数の投資者が不測の損害を被り，重要な影響を受けることになるため，投資者

は，その信頼性が保証されていなければ，財務諸表を信頼して利用できない。

複雑性：上場会社の財務諸表は，企業の経済的実態を忠実に表現するべく，高

度に専門化した会計基準に準拠して，複雑な会計処理過程を経て作成されてい

るため，会計に関する専門的な知識や技能を持たない一般の投資者は，財務諸

表の適否を自ら確かめることはできない。

遠隔性：上場会社の財務諸表の社会的影響力は大きく，投資者は社会に散在し

ているため自ら財務諸表の適否を調査するには物理的，時間的又は経済的な制

約があり，また，そうした調査は企業機密を保持する観点から法的に制限され

ているため，投資者は，財務諸表の適否を自ら確かめることはできない。

この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり，無断転載・転用を禁じます。
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第 1 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞

（監 査 論）

問題 2

問 1

監査の目的を明確にすることは，監査の役割を利害関係者に啓蒙して適切な

理解を促すことで期待のギャップを縮小することにつながり，また，監査の機

能，役割，範囲等が明確に位置付けられることで監査基準の枠組みも自ずと決

まることにつながる。そのため，監査基準の冒頭に位置付けられている。

問 2

共通点：いずれの場合も，経営者が採用した会計方針が会計の基準に準拠し，

それが継続的に適用されているかどうか，その会計方針の選択や適用方法が会

計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうか，財務諸表の表示方

法が利用者に理解されるために適切であるかどうかを判断する。

相違点：表示方法の適切性の判断において，適正性の場合は表示のルールへの

準拠性の評価と一歩離れての評価を行うが，準拠性の場合は後者を行わない。

問題 3

問 1

監査基準は公認会計士監査のすべてに共通するものであるのに対し，不正リ

スク対応基準は上場企業等に対する監査に限定して実施すること，及び，不正

リスクに対応するために特に監査人が行うべき監査手続等を一括して整理した

方が理解しやすいと考えられたことから，監査基準とは別に設定されている。

問 2

不正リスク対応基準は，上場企業等の不正リスクへの対応に関し監査基準に

追加して準拠すべき基準であり，法令により準拠が求められている場合は，監

査基準とともに監査の基準を構成し，監査基準と一体となって適用される。

この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり，無断転載・転用を禁じます。
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この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり，無断転載・転用を禁じます。

第 2 問 答 案 用 紙 ＜ 1 ＞

（監 査 論）

問題 1

問 1 関連法令基準等 [監基報315:A178]

アサーション：評価と期間配分

どのような虚偽表示が生じる可能性があるか：測定される減損損失が不十分で

あることにより，減損損失が過小計上され，固定資産が過大評価される。

アサーション：表示及び注記

どのような虚偽表示が生じる可能性があるか：減損処理を行った資産の貸借対

照表における表示及び減損損失に関する注記事項が不適切となる。

関連法令基準等 [監基報315:11(6)]
問 2

注）問われているのは 2 つであるが，いずれも解答となり得ることから 3 つ示している。

固有リスク要因：変化

具体的な事象又は状況：市場シェアの変化や競争の激化による収益性の悪化に

応じて見積られるべき回収可能価額が変動して虚偽表示の可能性が高まる。

固有リスク要因：主観性

具体的な事象又は状況：将来の収益の見通しについて楽観的であることにより

回収可能価額の見積りが中立性を欠いて虚偽表示の可能性が高まる。

固有リスク要因：不確実性

具体的な事象又は状況：回収可能価額の見積りに用いる予想インフレ率や成長

率を正確に予測できずに実際と乖離することで虚偽表示の可能性が高まる。

問 3 関連法令基準等 [監基報315:11(10)①]

内部統制には固有の限界があるため，虚偽表示の発生可能性と影響の度合い

の双方がとりわけ高いと評価された固有リスクについては，当該リスクに対応

する内部統制の有効性に関わらず，特別な検討が必要と考えられる。この点，

内部統制を考慮した場合には，統制リスクが加味され，リスクが相対的に低く

評価された結果，本来，特別な検討を必要とするリスクであると決定されるべ

きものが，決定されないおそれがある。そのため，内部統制を考慮しない。



- 4 -

この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり，無断転載・転用を禁じます。

第 2 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞

（監 査 論）

問題 2

問 1 関連法令基準等 [監基報540:21]

まず，減損損失の見積手法の適切性を確かめるため，将来キャッシュ・フロ

ーに基づく回収可能価額の計算が固定資産の減損に係る会計基準と整合してい

るか検証する。また，重要な仮定の適切性を確かめるため，甲社の収益性の悪

化が一時的であり，将来の収益性の見通しが楽観的であることについて，半導

体市場の動向等と矛盾していないか検証する。さらに，データの適切性を確か

めるため，事業計画の承認プロセスや予想インフレ率の根拠資料を検証する。

問 2 関連法令基準等 [監基報450:11,13,705:A1]

まず，監査人は，経営者に対して減損損失の過小計上について修正を求める

ことができるよう，その内容を監査役等に報告し，併せて監査意見に与える影

響についても報告する。また，経営者に対して，当該減損損失の過小計上が与

える影響が全体としての財務諸表に対して重要性がないと判断しているかどう

かについて，経営者確認書に記載することを要請する。その上で，監査意見を

形成するに際して，当該減損損失の過小計上が財務諸表に及ぼす影響が広範に

及ぶかどうかを検討し，意見に関する除外事項を付した限定付適正意見と不適

正意見のいずれを表明すべきかを判断する。


